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会 
議 

次 

第 

 

 １ 開会 

 ２  諮問 

３ あいさつ 

４ 議事録署名委員の選出 

 ５ 議事 

  （１）平成２６年度北本市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（案）                                                  

    について                    

 （２）北本市国民健康保険税条例等の一部改正について 

 （３）北本市国民健康保険条例の一部改正について 

 ６ その他 

  ７ 閉会 

配 

付 

資 

料 

 

会議次第 

資料 1  平成 26 年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第 3 号)(案)の概要に 

    ついて 
資料 1-1 平成 26 年度北本市特別会計補正予算及び補正予算に関する説明書  

資料 2    北本市国民健康保険税条例等の一部改正について       

資料 2-1 北本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 
資料 3  北本市国民健康保険条例の一部改正について 

資料 3-1 北本市国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表 

参考資料 2 国民健康保険税の賦課限度額の推移等 

参考資料 3 出産育児一時金について 
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発 言 者     発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

議    長 

 

 

 

事 務 局 

 

議    長 

 

 

委  員 

 

議    長 

 

 

事 務 局 

 

議    長 

 

 

委  員 

 

 

 

 

１ 開 会 

   

  本日の会議は、委員１５名中、出席者９名、欠席者６名です。北本市 

 国民健康保険に関する規則第４条第３項に規定する会議開催要件の過半数 

 を超える委員のご出席をいただいておりますので本会議は成立しているこ 

 とをご報告申し上げます。 

     

２ 諮問 

   加藤保健福祉部長 

 

３ あいさつ 

   会  長  大熊  利之  氏 （－略－） 

 

４ 議事録署名委員の選出 

   署名委員  金田 栄三 氏 

         加藤 耕一 氏 

 

５ 議 事 

  では、北本市国民健康保険に関する規則第４条の規定により、議長を大 

 熊会長にお願いします。 

 

 それでは、次第に沿って議事を進めたいと思います。 

 始めに、（１）平成２６年度北本市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）（案）について、事務局から説明をお願いします。 

  

 ―資料１、１－１を示して説明― （―略―） 

 

 ただいまの説明について質問がありましたら、挙手のうえ発言をお願い 

します。 

 

 発言なし。 

  

 特にないようですので、次の議題に移ります。（２）北本市国民健康保険 

税条例等の一部改正について、事務局から説明をお願いします。 

 

  ―資料２、２－１、参考資料２を示して説明― （―略―） 

 

 ただいまの説明について質問がありましたら、挙手のうえ発言をお願い 

します。 

 

  賦課限度額を上げることに対し、抵抗がある人が多いのではないでしょ 

 うか。特に介護分については、２万円上げるということですが、理由があ 

 るのでしょうか。  
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発 言 者     発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

委  員 

 

議  長 

 

 

 

事 務 局 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

議  長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議  長 

 

委  員 

 

事 務 局 

 

 

  

  介護分の賦課の対象となる方は、４０歳以上６５歳未満の方となります。 

 ６５歳以上の方は、介護保険の方で保険料を支払っています。国保税は、 

 医療給付費分と後期高齢者支援分、介護分を合わせまして、現状より４万 

 円上がるわけですが、実際の該当者がどのくらいいるのかと言いますと、 

 参考資料２にありますように医療給付費分が現状５０万円以上の方が２２ 

 ６人、それが５１万円以上に改正された場合に２１６人になります。改正 

 により、調定ベースで医療給付費分が２１７万１，６００円、支援金分が 

 １８０万１，７００円、介護納付金分が１００万２，０００円、合計で４ 

 ９７万５，３００円増えることとなります。あくまでも、今年度の当初賦 

 課の調定ベースで試算しています。またその隣りは、地方税法施行令で規 

 定されている限度額まで上げた場合に８６３万５，５００円多くなるとい 

 う状況です。今回の引き上げ案につきましては、埼玉県の多くの自治体で 

 行っているという状況がございます。   

  

  今の事務局の説明でよろしいですか？ 

 

  はい。 

 

  他にご質問はありませんか？ 

  ないようですので、次の議題に移ります。（３）北本市国民健康保険条例
の一部改正について、事務局から説明をお願いします。 

 

   ―資料３、３－１、参考資料３を示して説明― （―略―） 

  

 ただいまの説明について質問がありましたら、挙手のうえ発言をお願 

いします。 

 

  補足させていただきたいのですがよろしいでしょうか？ 

 

  はい、どうぞ。 

 

  基本的に条例上では、加算額について、「ただし市長が国民健康保険法施 

 行令第３６条の規定を勘案し、必要があると認めるときは規則で定めると 

 ころにより、これに３万円を上限として加算するものとする。」という規定 

 になっております。ですから、併せて規則において３万円を１万６，００ 

 ０円に改正することで、トータルで４２万円の支給となります。 

 

  今の補足説明を含めて、ご質問等ありましたらお願いします。 

 

  結果的に同じ額ということですね。 

 

  そういうことになります。 
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